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入 札 公 告 

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

 

 令和６年４月１７日 

      分任支出負担行為担当官 

    九州地方整備局 鹿児島国道事務所長 竹下  卓宏 

 

１．業務概要 

（１）業 務 名 令和６年度南九州西回り自動車道改築事業設計業務 

（電子入札及び電子契約対象案件） 

 

（２）業務の目的 本業務は、南九州西回り自動車道において、工事用道路・構造物等の設計等を行 

う業務である。 

主な業務内容は以下のとおりである。 

【設計業務】 

・道路詳細設計（Ｂ）（工事用道路設計）   ０．１ｋｍ 

・取付道路設計               ３０ｍ 

・重力式擁壁設計              １箇所 

・仮桟橋詳細設計              １橋 

（３）履行期間  契約締結日の翌日～令和６年１２月２０日 

（４）本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の

要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、

予定価格が５００万円以上に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に

評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務

である。 

（５）本業務は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。 

なお、電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式１

を分任支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持

参又は郵送等により提出するものとし、電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。 

電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めな

いものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、入札手続に影響がないと認めた場合

に限り、例外的に認めるものとする。 

九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ

(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。 

なお、様式１の提出先及び受付時間は、次のとおりである。 

１）提 出 先：５．（１）に同じ。 

２）受付時間：土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法

律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日等」という。））を除く毎日の

９時００分から１７時００分まで。 

（６）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業

務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とする

ことができるものとする。 

（７）本業務は、予定価格が１，０００万円を超える場合、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅
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令第 165 号。以下、「予決令」という。）第 85 条の基準に基づく価格（以下「調査基準価

格」という。）を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策

を行う試行業務である。 

（８）本業務は、予定価格が５００万円以上１，０００万円以下の場合、業務品質確保の観点か

ら九州地方整備局が品質確保の基準となる価格（以下「品質確保基準価格」という）を定め

るとともに、その価格を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するため

の対策を行う試行業務である。 

（９）本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定管理技術者等（調査業務及び設計

業務においては「管理技術者」、測量業務及び地質調査業務においては、「主任技術者」を

いう。以下同じ。）の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。 

（１０）本業務は、総合評価落札方式において、競争参加者の提案（実施方針）をより高く評価

することにより技術力のある者が参加・競争（チャレンジ）できることを目的とする「技術

提案チャレンジ型」の試行業務である。 

（１１）本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 
（１２）本業務は、BIM/CIM適用業務（受注者希望型）である。 

 

２．競争参加資格 

 ２－１．単体企業   

  ①予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であ

ること。 

②九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和５・６年度土木関係建設コンサルタント業

務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

③鹿児島国道事務所管内（別紙「鹿児島国道事務所管内市町村名一覧表」）に本店（一般競争（指

名競争）参加資格審査申請書に記載された本店の住所による。）を有していること。 

④競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間に、九州地方整備局長から建

設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省

公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

２－２．設計共同体 

２－１．に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となって

いる設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（令和６年４月１７日付け九州地方

整備局長）に示すところにより、九州地方整備局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加

者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を当該業務の開札日迄に受けている

ものであること。 

ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取り扱いについて」（平成１０年

１２月１０日付け建設省厚契発第５４号、建設省技調発第２３６号、建設省営建発第６５号）の７

の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例につ

いては、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」

（平成１０年３月９日付け建設省厚契発第１８号、建設省技調発第６３号、建設省営建発第２２

号）を準用し、別表１⑥に示す日とする。 

なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の

結成を行う場合及び残余の構成員が単独により競争参加確認申請書を提出する場合は、令和６年

５月７日までは競争参加確認申請書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の競争参加確

認申請書の再提出は認めない。 

 

２－３．入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 
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なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、

競争契約入札心得第４条の３第２項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 

（１）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

① 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会社等をい

う。②において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。②に

おいて同じ。）の関係にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

（２）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等（会社法施行規

則（平成 18年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第４号に規定する再生手続が

存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第２条第７項に規定

する更生会社をいう。）である場合を除く。 

① 一方の会社等の役員（会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次

に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

（ⅰ）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

イ）会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委

員である取締役 

ロ）会社法第 2条 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

ハ）会社法第 2条 15 条に規定する社外取締役 

ニ）会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執

行しないこととされている取締役 

（ⅱ）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

（ⅲ）会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社を

いう。）の社員（同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合に

より業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

（ⅳ）組合の理事 

（ⅴ）その他業務を執行する者であって､（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる者に準ずる者 

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会社更生法第 67

条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねて

いる場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

（３）その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記（１）又は（２）と同視し

うる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

２－４．競争参加資格確認申請者に関する要件 

（１）業務実施体制に関する要件 

・競争参加資格確認申請者は、九州地方整備局管内に業務拠点(配置予定主任技術者が恒常的

に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。 

（２）同種又は類似業務の実績 

平成２６年度以降公告日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含まない）のう

ち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有さなければならない。 
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・同種業務：道路詳細設計業務（ただし、修正設計は含まない） 

・類似業務：道路構造物設計業務（ただし、修正設計は含まない） 

海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績での評価を申請

する場合は、国内の業務の実績と同様に評価できることとする。 

なお、実績として挙げた業務評定点が６０点以上であること。ただし、評定通知を受けて

いないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」（以

下「成績評定要領」という。）に基づく業務以外の場合は、この限りではない。また、調査

基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が７０点未満の場合は、業務実績とし

て認めない。設計共同体の場合も、代表者の同種又は類似業務の実績、その他構成員の当該

業務で実施を予定している分担業務の実績において、調査基準価格を下回り業務評定点が７

０点未満の業務の場合は、業務実績として認めない。 

 

２－５．配置予定技術者に対する要件 

外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的

であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あらかじめ技術士

相当又はＲＣＣＭ相当との旧建設大臣認定（建設経済局建設振興課）または国土交通大臣認

定（総合政策局建設振興課又は不動産・建設経済局建設市場整備課）を受けている必要があ

る。 

なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参

加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書の提出時

に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が入札に参加するためには、競争

参加資格確認通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 

①配置予定管理技術者等 

配置予定管理技術者等については下記の（１）及び（３）に示す条件を満たし、（２）

の実績を有する者とする。 

また、参加表明書の提出者以外の企業に所属する者を配置予定管理技術者等とすること

を認めない。 

（１）下記のいずれかの資格等を有する者 

[1]技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）の資格を有し、技術士法による登

録を行っている者 

[2]技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者 

[3]国土交通省登録技術者資格（施設分野：道路－業務：計画・調査・設計） 

[4]ＲＣＣＭ（国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く）の資格を有し、 

「登録証書」の交付を受けている者 

[5]土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級）（国土交通省登録技術者資格に登録 

された部門を除く） 

（２）下記のいずれかの実績を有する者 

平成２６年度以降公告日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含まない）

のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有する者。 

・同種業務：道路詳細設計業務（ただし、修正設計は含まない） 

・類似業務：道路構造物設計業務（ただし、修正設計は含まない） 

同種又は類似業務の実績は、照査技術者として従事した実績については対象外とする。

業務実績には、受発注者の立場で行った請負業務の他、出向又は派遣により行った業務

実績、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された業務実績も

同種又は類似業務として認める。 

なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条第

１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休業、介護休業等育児又は家族介
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護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号）第２条第１号に規定する休

業）及び介護休業（同条第２号に規定する休業（以下単に「休業」という。）を取得し

た場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間（以下「評価

対象期間」という。当該休業の期間が１年に満たない場合は１年として切り上げて期間

を延長するものとし、休業を複数回取得している場合は休業の通算日数が１年を超える

毎に評価対象期間を１年単位で延長するものとする。）を延長することができるものと

し、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付すること。 

また、実績として挙げた業務の業務評定点が６０点以上であること。ただし、評定通

知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく業

務以外の場合は、この限りではない。ただし、調査基準価格を下回った業務の実績にお

いて、成績評定点が７０点未満の場合は、業務実績として認めない。 

（３）公告日現在の手持ち業務量（本業務は含まない。契約済及び特定後未契約のものを含

む。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度

の履行月数を乗じた金額とする。尚、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総

契約金額に出資比率を乗じた金額とする。）が５億円未満かつ１０件未満である者。た

だし、公告日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント

業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務（港湾空港関係を除く）があ

る場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円未満から２．５億円未満に、件数を１０

件未満から５件未満に読み替える。その上で、配置予定管理技術者等が手持ち業務量の

制限を満たすことが確認できない場合には、九州地方整備局競争契約入札心得（平成 24

年 3 月 30 日付け国九整達第 9号）第 6条第 11 号の規定により、入札に関する条件に違

反した入札として、その入札を無効とするものとする。 

また、本業務の履行期間中は配置予定管理技術者等の手持ち業務量が、契約金額で５

億円、件数で１０件の業務量（公告日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る

建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務（港湾空港関係

を除く）がある場合には、契約金額で２．５億円、件数で５件の業務量）未満とし、こ

の業務量以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、

業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配置予定管理技

術者等を、以下の[1]から[3]までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置

請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績

評定に厳格に反映させるものとする。 

[1] 当該配置予定管理技術者等と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

[2] 当該配置予定管理技術者等と同等の技術者資格を有する者 

[3] 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予 

定主任技術者の手持ち業務量の制限を超えない者 

手持ち業務とは、管理技術者、又は主任技術者、又は担当技術者となっている契約金

額５００万円以上の国土交通省以外の発注者（国内外を問わず）のものを含んだ全て

の業務。 

②配置予定照査技術者 

配置予定照査技術者については下記の(1)に示す条件を満たす者であり、(2)の実績を

有する者であることとする。 

また、参加表明書の提出者以外の企業に所属する者を配置予定照査技術者等とするこ

とを認めない。 

 (1)上記２の２－５の①配置予定管理技術者等の（１）に同じ。 

(2) 下記のいずれかの実績を有する者。 

   ａ）管理技術者又は担当技術者として従事した実績 

上記２の２－５の①配置予定管理技術者等の（２）に同じ。 
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           ｂ）照査技術者として従事した実績 

              令和元年度以降公告日までに完了した国土交通省及び内閣府沖縄総合

事務局開発建設部（いずれも港湾空港関係を除く）が発注した契約金額１

００万円以上の業務（再委託による業務の実績は含まない）のうち、上記

２．（２）２）①配置予定管理技術者等の(2)に記載している「同種又は類

似業務」において照査技術者として従事した実績を有する者。 

              業務実績には、受発注者の立場で行った請負業務の他、出向又は派遣に

より行った業務実績も同種又は類似業務として認める。 

              ただし、実績として挙げた業務の業務評定点が７５点以上であること。 

              なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法律第 49

号）第 65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第 76 号）第２条第１号に規定する休業）及び介護休業（同条第２号

に規定する休業）（以下「休業」という。）を取得した場合は、当該休業の

期間に相当する期間に応じて実績として求める期間（以下「評価対象期

間」という。当該休業の期間が１年に満たない場合は１年として切り上げ

て期間を延長するものとし、休業を複数回取得している場合は休業の通算

日数が１年を超える毎に評価対象期間を１年単位で延長するものとす

る。）を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取

得したことを証明する書類を添付すること。 

 

２－６．実施方針に関する要件 

本業務を履行する上で配慮すべき実施方針の記載が適切であること。 

 

２－７．競争参加資格確認申請書等に関する要件 

競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判

断できない場合は競争参加資格がないものとする。 

 

３．総合評価落札方式に関する事項 

(１)落札者を決定するための基準 

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。 

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者

のうち、下記（２）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の も

高い者を落札者とする。 

１）入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。

なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払いの原因と

なる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価

格をもって入札した他の者のうち評価値が も高い者を落札者とすることがある。 

２）落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行

うものとする。 

３）本業務は、調査基準価格を下回って落札した場合は、その業務の品質を確保するため以下

の対策を行うものとする。 

①業務実施報告書の提出 

②第三者による照査 



- 7 - 

③第三者照査技術者のテクリス登録 

④納品時打合せへの立会 

なお、内容については、特記仕様書によるものとする。 

４）本業務が、調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合において、下記対策の対象と

なる。 

①業務評定点が７０点未満は、企業及び配置予定管理技術者等の実績として認めない。 

５）上記において、落札となるべき評価値が同値である者が２名以上あるときは、電子入札シ

ステムの電子くじにて落札者を決める。 

（２）総合評価の評価方法 

１）評価値の算出方法 

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

２）価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

価格評価点＝６０×（１－入札価格／予定価格） 

３）技術評価点の算出方法 

競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を

行い、技術評価点を与える。ただし、④については本業務の予定価格が５００万円以上の場

合に評価項目とする。 

なお、技術評価点の満点は６０点とする。 

① 競争参加資格確認申請者の経験及び能力 

② 予定技術者の経験及び能力 

③ 実施方針 

④ 実施方針の履行確実性 

⑤ 賃上げの実施に関する評価 

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点＝６０×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計） 

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）×

（④の評価に基づく履行確実性度）＋（⑤に係る評価点） 

４）総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点

と当該入札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

 

４．品質確保基準価格 

（１）品質確保基準価格を下回った場合は、「３（１）落札者を決定するための基準 １）」と同様

の措置及び「３（１）落札者を決定するための基準 ２）」と同様の調査を行うものである。 

（２）「３（１）落札者を決定するための基準 ２）」に記載されている「予決令第８５条に基づく

調査基準価格」は「品質確保基準価格」に、「予決令第８６条の調査」は「品質確保基準価格調

査」と読み替えて適用する。 

（３）品質確保基準価格の算出方法は、調査基準価格に準じて算出するものとする。 

 

５．入札手続等 

（１）担当部局 

〒８９２－０８１２ 鹿児島県鹿児島市浜町２番５号 

九州地方整備局鹿児島国道事務所 経理課契約係（内線２２４） 

電話０９９－２１６－３８５０ ＦＡＸ０９９－２１６－３８６２ 

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

電子入札システムにより交付する。 
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交付期間は別表１③に示す日時。 

但し、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交

付終了日の２日前までに上記５．（１）の担当部局に連絡すること。 

（３）競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法 

１）提出期限：別表１①に示す日時 

２）提出場所：上記５．（１）に同じ 

３）提出方法：①電子入札対応の場合 

電子入札システムにより提出すること。ただし、容量が１０ＭＢを超える場

合は、持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）すること。 

②発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 

持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）すること。 

（４）競争参加資格確認の通知日 

競争参加資格の有無の通知の日は別表１②に示す日。 

（５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

１）入札書の締切日時 

別表１④に示す日時 

２）入札書の提出方法 

①電子入札対応の場合 

電子入札システムにより提出すること。 

②紙入札方式による場合 

持参すること。 

３）提出場所 

上記５．（１）に同じ。 

４）開札の日時及び場所 

開札は、別表１⑤に示すとおり。 

 

６．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除  

② 契約保証金 免除  

（３）入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記

載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（４）契約書作成の要否 要 

なお、本業務において提出された実施方針について、提案内容として採用したものについ

ては契約書特約事項として添付する。 

（５）関連情報を入手するための照会窓口 上記５.（１）に同じ。 

（６）履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒ

アリングを実施するとともに、実施方針とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 

（７）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和５・６年度土木関係建設コンサルタント

業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書

を提出することができる。この場合において、２．２－１．①及び③から⑤、２－３．から２

－７．までに掲げる事項を満たしているときは、開札日において２．２－１．②若しくは２．

２－２．に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するも

のとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札日において２．２－１．②

若しくは２．２－２．に掲げる事項を満たしていなければならない。 
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（８）詳細は入札説明書による。 
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別表１ 

① 競争参加資格確認申請書の提

出期限 

令和６年５月７日１７時００分まで 

② 競争参加資格の有無の通知の

日 

令和６年５月１７日を予定する。 

③ 説明書の交付期間 公告日から令和６年５月２２日までの休日等を除

く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

④ 入札書の締切日時 令和６年５月２２日 １７時００分 

⑤ 開札の日時及び場所 開札は、令和６年５月２３日１１時００分 九州地

方整備局鹿児島国道事務所入札室にて行う。 

⑥ 「建設コンサルタント業務等

における共同設計方式の取扱

いについて」の７における申

請期限 

令和６年５月１６日 

 

 



出水市

いちき串木野市

指宿市

伊佐市

別紙 鹿児島国道事務所管内市町村名一覧表

（１４市３町）

南さつま市

南九州市

姶良市

さつま町

長島町

湧水町

鹿児島市（桜島地区を除く）

霧島市

薩摩川内市（甑島を除く）

曽於市

日置市

枕崎市

阿久根市




